
第 2回 健診・保健指導の在 り方に関する検討会

(日 時)平成 23年 12月 27日 (火) 10i00～ 12:00
(場 所)厚生労働省 17階 専用第 21会議室

議事次第

1 特定健診・保健指導における腹囲基準の在 り方について

2 特定保健指導の対象とならない者への対応について

3 HbAlcの 国際基準への対応について

4 次期国民健康づくり運動プラン策定に関する検討状況について

5 その他
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資料 1

現行の特定健診口保健指導における

特定保健指導対象者の選定・階層化等について



腹囲
追加リスク

④喫煙歴
対象

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64備薇 65-74着置

≧85cm(男性)

≧90om(女性)

2つ以上該当 積極的

支援 動機付け
t煙

1つ該当
あり

なし
―

 J―

上記以外で
BMI≧ 25

3つ該当 積極的

支援
動機付け

2つ該当
あり

なし 支援

1つ該当

(注)斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

①血精 a空腹時血糖100mg/d以上又はb HbAlcの 場合 5.2%以上又はc薬剤治療を受けている場合(質問票より)

②脂質 a中性脂肪150mg/di以上又はb HDLコ レステロール40mg/dl未満又はc薬剤治療を受けている場合 (質問票より)

③血圧 a収縮期血圧130mmHg以上又はb拡張期血圧85mmHg以上又はc薬剤治療を受けている場合(質問票より)

④質問票 喫煙歴あり (①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)

服薬中の者については、医療保険者による特定保健指導 の対象としない。

前期高齢者(65歳以上75歳未満)については、積極的支援の対象となつた場合でも動機づけ支援とする。

「

２

※

※



【標準的な健診・保健指導プログラム (平成19年4月 )よ り】

0「情報提供Jとは

対象者が生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する
理解と関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるよう、健診結果の提供にあわせて、個人の生活習慣やその
改善に関する基本的な情報を提供することをいう。
O実 施方法

・ 僣診亭診今昌存対象とし、年1回 、検診結果と同時に実施。
・ 対象者や医療保険者の特性に合わせ、支援手段 (健診結果送付に合わせて情報提供用紙を送付、lT等によ
る個人情報提供画面の利用、結果説明会で情報提供用紙を配布)を選択する。

O支 援内容        .
全員に画―的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問票から対象者個人に合わせた情報を提

供する必要がある。健診結果や質問票から、特に問題とされることがない者に対しては、健診結果の見方や健康
の保持増進に役立つ内容の情報を提供する。
◆健診結果

健診の意義 (自 分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習慣が健診結果に表れてくる等)や健診結
果の見方 (データの表す意味を自分の身体で起きていることと関連づけられる内容)を説明する。また、健診結
果の経年変化をグラフでわかりやす(示す。

◆生活習慣
内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)や生活習慣病に関する基本的な知識と、対象者の行つているど

のような生活習慣が生活習慣病を引き起こすかということや、食事バランスガイドや運動指針に基づいた食生活
と運動習慣のバランス、料理や食品のエネルギー量や生活活動や運動によるエネルギー消費量等について、質
問票から得られた対象者の状況にあわせて具体的な改善方法の例示などを情報提供する。対象者個人の健康
状態や生活習慣から、重要度の高い情報を的確に提供することが望ましい。

◆社会資源

対象者の身近で活用できる健康増進施設、地域のスポーツクラブや運動教室、健康に配慮した飲食店や社員
食堂に関する情報なども掲載する。
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■■■園目■■ |■回□E轟圏墾饗目 口目

２

　

３

1   血圧 (収縮期)

血圧 (拡張期)

中性脂肪

4   HDLコ レステロール

5   LDLコレステロール

空腹時血糖

HbAlc

8        AST(GOT)

9        ALT(GTP)

10       v―GT(Y―GTP)

11 血色素量 (ヘモク
・ロヒ

゛
ン値)

130

85

150

39

120

100

5。 2

31

31

51

13,0(男 性 )

12.0(女性 )

140

90

300

34

140

126

6.1

51

51

101

12.0(男 性 )

11.0(女性 )

mmHg

mmHg

mg/dl

mg/dl.

mg/dl

mg/dl

%

U/1

U/1

U/1

g/dl

６

　

７

※1～ 2のデータ基準については、日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく。
※3～5のデータ基準については、日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患治療ガイドライン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」に基づく

※6～7のデータ基準については、日本精尿病学会「糖尿病治療ガイドライン」等の各判定基準に基づく
※8～ 10のデータ基準については、日本消化器学会肝機能研究班意見書に基づく

※11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」データ等に基
づ く



【標準的な健診・保健指導プログラム(平成19年4月 )より】

(非対象者への保健指導、対策等に関する記載)

○ 医療保険者の判断により、動機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、保健指導
等を実施することができる。

O市 町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、血糖値が受診勧奨判定値を超えて
るなど、健診結果等から、医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診して
いない者に対する対策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等を行うべきである。

(受診勧奨に関する記載 )

○ 保健指導を実施する際に、健診機関の医師が直ちに医療機関を受診する必要があると判断し
ているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合は、心血管病の進行
予防 (心疾患、脳卒中等の重症化予防)のために治療が必要であることを指導することが重要で

ある。

O(健 診機関の医師が、検査結果の持つ意義、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関

を受診する必要性を判断するが)受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧 (収縮期血圧
140～ 159mmHg、 拡張期血圧90～ 99mmHg)等であれば、服薬治療よりも、生活習慣病の改

善を優先して行うことが一般的である。 特定保健指導の対象となつた者については、各学会のガ

イドラインを踏まえ、健診機関の医師の判断によりt保健指導を優先して行い、効果が認められな

かつた場合に、必要に応じて、受診勧奨を行うことが望ましい。
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肥満者 (BM!>25)

の割合の推移 (男性 )

ぴげげがずぴごごぴござゞドがず
資料 :国民健康・栄養調査

肥満者 (BMI>25)
20歳代 や せ の 者 (BMI<1&5、 移動平均 )

の割合の推移 (女性 )

資料 :国 民健康・栄養調査

移動平均 :グラフ上の結果のばらつきを少なくするため、各年次結果の前後の年次結果を足し合わせ、計3年分を平均化したもの。ただし、2009年度のみ、

__E「 _女性 (40‐ 69歳 )

__女性 :20歳代 (やせ)

ぴぽごずがびゴごぴござヾゞヾヾ

単年度の数値。



資料2

特定健診・保健指導の在り方に関する論点



特定健診・保健指導の在り方に関する論点 (1)

【腹囲基準の在り方について】

○ 国際糖尿病連合 (IDF)の新たなメタボリックシンドロームの判定基準について、

えるか。

○ 腹囲を測定し、特定保健指導の対象者を判定する第一基準として用いること自体は、
メタボリックシンドロームに着目した健康診査を実施する以上は、国際的な動向を踏まえ

ても、現実的な対応と言えるか。

○ 月巴満に着目して結果を出す保健指導を行う観点から、保健指導による介 入の効果が

出やすい対象者を選定するため、内蔵肥満に着目して腹囲を階層化の第一基準とする

現在の仕組みは意義があると言えるか。

O腹 囲の数値基準については、まずは特定健診・保健指導に関する研究成果の集積を

行いつつ、検証していくべきではないか。

どう考



特定健診・保健指導の在り方に関する論点 (2)

【特定保健指導の対象とならない者べの対応について】

○ 特定保健指導の非対象者のうち糖尿病及び循環器疾患の発症リスクが高い者については、受

勧奨レベルに達していなくても、リスクに応じた対応が必要か。

O リスク保有者で受診勧奨値に達していても受診していない者がおり、これへの働きかけが必要で

は な い か 。

O 一般の健康づくり対策の中で行われるポピュレーションアプローチの中でt

を行うべきではないか。

特定保健指導非対象者のリスク保有者に対する個別の支援について、具体的に次のような取

組についてどう考えるか。

・ 特定健診受診後の情報提供を充実させ、その個人が有するリスクに応じて標準的な健康づく

リパスの提示、受診勧奨、健康相談窓口・医療機関の紹介等を行うこと。

・ 必要に応じて、保健指導、健康教育、健康相談等の対応を行うこと。

各学会のガイドラインが整備されつつある中t非肥満者に対する受診勧奨や保健指導へつなぎ

方の適切な情報提供の在り方について、どのように考えるか。

こうした者への対応

○

〇

2



HbAlc表記見直しへの対応について



10月 13

第5回保険者による    1資 料1

HbAlc表記見直しへの対応について

HbAlc表記の国際標準化に向けて、関係者間での調整状況を踏まえ、

本検討会としては、以下の方針を基本として、詳細な事項については、実

務担当者によるワーキンググループにおいて検討することとしたい。

また、その検討の結果、本検討会に諮る必要が生じた場合には、その

都度、議題として取り上げることとしたい。

○基本方針

(1)平成 24年度 (24年 4月 から25年 3月 まで)の 対応

① 特定健診・保健指導については、受診者に対する結果通知及び保

険者への結果報告のいずれも、従来通り」DS値のみで行う。検査機

関 (登録衛生検査所)が特定健診・保健指導の報告様式に結果を記

載して医療機関に送付する場合も」DS値のみで行う。

労働安全衛生法に基づく事業主健診の実施によって、特定健診の

実施に代える場合には、事業主健診の事業主への結果報告及び事

業主から保険者への結果報告は、従来通り」DS値のみで行う。この

場合、検査機関 (登録衛生検査所)が事業主健診の結果を医療機関

に送付する場合も」DS値のみで行う。

② 日常臨床においては、」DS値と国際標準値(NGSP相 当値)とを併

記する。検査機関 (登録衛生検査所)が結果を併記して提出すること

が前提となる。

(2)平 成 25年 4月 1日 以降の対応

特定健診口保健指導についての受診者に対する結果通知及び保険者

への結果報告における HbAlcの表記に関しては、日常臨床における対

応状況も踏まえ、国際標準値(NGSP相 当値)で行うことについて、今後、

関係者間で協議する。



輌義艇量慟話夢」宅企
資料

ⅡbAlc国際標準化

これまでの経緯

1 我が国のJDS値 と、我が国以外のほとんどの国で使用されているNGSP値 との間には、

お互いの数値の IFCC値 との関係から推演1さ れる換算式(NGSP=1019 x JDS+030)

から、臨床上問題になる範囲においては04%の 差があることがわかった。低値域や高

値域では、更に 01%程度ずれることが想定されていたが、」DS値にもNGSP値にもあ

る範囲の測定誤差が認められているため、すべての領域で 04%の差としても実際上は

問題にならないと考えられた。

2.したがって、現在の Л)S値に 04%を加 えることで NGSP値に相 当する値が

得 られ ることは分かつたが、NGSP値を呼称す るためには、NGSP(Nadonal

Glycohemoglobin Sねndardizajon Program)か ら我が国の Л)S値の標準物質を作

成・管理 している検査医学標準物質機構  (ReCCS)が測定に関する認証を

受ける必要があり (そ の交渉状況については学会は知 らされていなかった)、

それは極めて困難との認識からЛ)S+04%を国際標準値 として国際標準化を

進めることとし、厚生労働省および関係団体に説明 し、基本的な合意を得た。

3.日 本糖尿病学会は、ReCCSが 20H年 10月 1日 にNGSPよ り認証を受けたこ

とを、10月 16日 に報告された。認証については全 く予想外であったが、こ

の認証により、DS値とNGSP値の直接比較が初めて可能になり、現在の我

が国の高い精度を持った HbAlcの 測定法を用いてNGSP=1 02JDS+025の

関係があることがわかった (こ の ЛDSは現在の測定法で得 られる 」DS値であ

る)。 ここでもこれまでの JDS値 とNGSP値には臨床的に問題となるЛ〕S値

で 50%～ 10%の範囲では、04%の差があることが再確認 された。またこの

認証により、JDSの標準物質を使って測定し上記の式を一定の誤差範囲で満

たす数値を NGSP相 当値ではなく、NGSP値 と呼称することが可能 となった。

また、JDS値 もNGSP値も一定の測定誤差を許容 している (JDS値は 3%未

満)た め、上記の換算式を全ての区間で機械的に運用せず、全ての区間で JDS

値 とNGSP値の差を 04%と しても妥当であることをReCCSに確認 した。

このようなことを勘案 し、今後 HbAlcの国際標準化とこれまでのЛ)S値 との関

連づけ、また来年度の特定健診における JDS値の報告の仕方には下記の様な方

法があることが想定される。
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案 1

国際標準値の測定法 :測定機器において、これまでのJDS値 とNGSP=102DS

+025の 関係が成 り立つ HbAlcを測定値 として報告す る。

JDS値の測定法 :上記の関係を満たす従来の JDS値 と完全に一致す る値を報告

づ
~る

。

国際標準値 と JDS値 との関係 :国際標準値=NGSP値であり、JDS値 50%～

100%の範囲では、04%の差であるが、低値域では 03%、 高値域では 05%の差

となる。

特定健診 。日常臨床における受診者・患者への説明 :平成 23年度以前の HbAlc

あるいは 24年度において特定健診で用いられているHbAlcは、日常臨床で用い

られている HbAlcに 比して 04%低く表示 されている。

利点 :国際標準値は、定義に則った NGSP値と完全に一致し、JDS値もどの範

囲でも従来の測定値 と変わらない値である。学術論文などでも、 どの範囲にお

いても国際標準値 (=NGSP値 )そのままの数値を採用 して良い。

欠点 :これまで、国際標準 =JDS10 4%と 説明してきていることと、低値域・高

値域においてはずれが生 じる。臨床的に問題にはならないと考えられるが、受

診者・患者への説明がある範囲では厳密には正 しくない。ただし、健診受診者

は、JDS値のみの報告を受けるので、上記のずれを認識することはない。

案 2

国際標準値の測定法 :浪1定機器において、これまでの JDS値 とNGSP=1 02JDS

+025の関係が成 り立つ HbAloを測定値 として報告す る。

JDS値の測定法 :上記で求められるNGSP値 04%を JDS値として報告する

国際標準値 と JDS値 との関係 :国際標準値=NGSP値 であり、」DS値とはどの

範囲でも、04%の差 となる。

特定健診 。日常臨床における受診者・患者への説明 :平成 23年度以前の HbAic

あるいは 24年度において特定健診で用いられているHbAlcは、日常臨床で用い

られているHbAlcに比 して、どの範囲でも 04%低 く表示 されている。

利点 :国際標準値は、定義に貝Jつ た NGSP値 と完全に一致する。 国際標準値

(=NGSP値)と 」DS値 との差が、これまでの関連団体への説明通 り、どの範囲

においても 04%である。学術論文などでも、どの範囲においても国際標準値 (=

NGSP値)そのままの数値を採用 して良い。



欠点 :臨床的には、全く問題にならないが、これまでの方法で測定 された JDS

値に比 してこれまでの DS値 50%未満 と 10%以上の領域では、ずれが 01%生

じることとなる。

案 3

国際標準値の測定法 :測定機器において、これまでの JDS値+04%を HbAlcを

測定値 として報告する。

Л澪 値の測定法 :上記で求められるNGSP値-04%を JDS値 として報告する

国際標準値 とJIDS値 との関係 :上記の値は、NGSP認証を受けた現在では測定誤

差の許容範囲を考えれば NGSP値 と呼んで差 し支えないが、低値域や高値域で

は、厳密には国際標準値=NGSP相 当値である。国際標準値 とJDS値 との差は、

どの範囲でも04%と なる。

特定健診 。日常臨床 における受診者・患者への説明 :平成 23年度以前の HbAlc

あるいは 24年度において特定健診で用いられているHbAlcは、日常臨床で用い

られているHbAlcに比 して、どの範囲でも04%低く表示 されている。

利点 :国際標準値 と JDS値 との差が、これまでの関連団体への説明通 り、どの

範囲においても04%である。

欠点 :臨床的には、全 く問題にならないが、国際標準値がЛ)S値 50%未満 と 10%

以上の領域で定義上の NGSP値とずれが 01%生じることとなる。学術論文など

でも、国際標準値そのままの数値を採用しても多くの場合 NGSP値 と完全に一

致するが、低値域・高値域を含む場合換算式を用いる必要があるかもしれない。

海外への販売などを考えると、機器メーカー側にこの様な設定をするメリット

がない。

平成 23年 H月 27日 の日本糖尿病学会定例理事会では、「糖尿病関連検査の標

準化に関する委員会」柏木厚典委員長の出席のもと、別添資料とともに上記の 3

案を検討した。①認証された通りの国際標準化された恥 Alcが計測値として報

告されること、②これまでの JDS値 と全く同じ測定値が報告されること、③臨

床的に問題となる範囲ではこれまでの説明通り国際標準値と JDS値 との間の差

は04%であること、などから日本糖尿病学会では案 1を取る方針としたい旨を

関係各団体に説明 。お願いすることとなった。
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平成23年 11月 27日

日本糖尿病学会理事会への参考資料

日本糖尿病学会
糖尿病関連検査の標準化に関する委員会

委員長 柏木厚典



HbAlcの国際標準化-1
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HbAlc(JDSItL)と HbAlc(NGSPItL)で は、

0.4%の差がある !



HbAlcの国際標準化-2

2010年 5月 26日
新しい診断基準の策定

2010年 7月 1日
新しい診断基準の施行

201◎年◎月◎日

新しいHbAlc
(国際標準値)への

全国一斉変更日時に

関する告知

2012
|だ二■1-1

新しいHbAlc(国 際標準値 )

の全国一斉変更を実施

日常臨床口検診・健康診断など 英文論文や国際学会の発表

‐
輔
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島
渤
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現行の
HbAlc
(JDS値 )

を継続して

使用

ヽ     ′

2012年4月 1日 以降を検討

現[躙it

2010年7月 1日 以降

国際標準化

された

新しいH bAlc
(国 際標準値 )

を用いる

国際標準化された

新しいHbAlc
(国際標準値 )



HbAlc(国際標準値)〓 HbAlc(JDS値)+0.4

2)

3)

→2010年7月 1日から英文雑誌への投稿論文や海外学会で

の報告に適用
→HbAlc(国際標準値)〓 HbAlc(NGSPl日当値 )・で

あり、HbAlc(NCSP値)との誤差+/日0.1%を誤差範囲
として近似 した値である。実際の両者の関係式は

NGSP=1.019 x JDS+0日 30と報告されている。

HbA■c(国際標準値)は、IFCC値と混同されやすかつた。
→HbAlc(国際標準値)の 国際標準値とは、臨床の領域

で国 際的に用いられているHbAlc値のことで、NCSP相
当値を意味する。

日本ではNCSPで認証された測定システムを用いていない

ことからNGSP値という表記は、正式には使えずNGSP相当

値および国際標準値を用いた。



2010年7月の時点で新診断基準移行に際しての検討会

現」DS値 (% 来斤HbAlc葡自(%) NGSP値 (%) NGSP(DCCT)伽菫(%) NGSP(7SRLs)和菫(%) 差  (%)

HbAlc=JDS+0.4 NGSP(」DS Lot 4)

=1.02)く JDS+0,3

NGSP(DCCT)

1.01× JDS+0.35

NGSP(7SRLs)

=1,062X」 DS

NGSP―HbAlc

4.3 4.7 4_7 4.7 4.6 -0_1-0_0
5.0 5.4 5.4 5.4 5.3 -0_1-0^0
5_5 5^9 5_9 5_9 5_8 -0^1-0^0・

5_8 6_2 6_2 6.2 6.2 0.0
6.0 6_4 6_4 6.4 6.4 0_0
6.1 6.5 6_5 6.5 6_5 0_0
6_5 6.9 6_9 6.9 6.9 0.0
7_0 7_4 7_4 7.4 7.4 0.0
8_0 R_4 8_5 8.4 8_5 0^1へ′0_0
9_0 9.4 9_5 9_4 9_6 0_2-0_0
10.0 10_4 10.5 10_5 10_6 0_2～ 0_1

*補正値はNGSP(DCCT)値と最もよく一致した。
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JDS Lot 4(JCCRM411:2009)

NCSPl直 (%)=1.019 x JDSI直 (%)+0.30%

両測定法の差は0.4%～0.5%であり、
HbAlc測定の変動幅2～3%を考慮して

以下の式でNGSP相 当値を計算する。

NGSP相当値 〓HbAlc(国際標準値)(%)
=JDS値 (%)+0.4%

NGSP相当値をHbAlc(国際標準値)と表現し、一方、現在使用

しているHbAlc測定値をHbAlc(JDS値 )と表現する。
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特定保健診査‐保健指導におけるHbAlcの測定
結果は平成25年 3月 31まで現在のHbAlc(J・DS
値)を用いることが決定された。

日本糖尿病学会としては、平成24年4月 1日 から

新しい国際標準化対応HbAlc(国際標準値)を使
用すべく準備を進めてきた。

専用の測定装置(HPLC法 )、 免疫法や酵素法な

どについて、各々測定系の国際標準化対応を進
める必要がある(情報システム等の準備に約6ヶ

月かかる)。      6



Certiflcate Of Traceability
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ご         ,■sing_≦25θθ HPLC has participated in and

successfuny completed NGSP Neい 〃ork〕Laboratow certiflcation and is traceable to the

Diabetes Control and Complications Trial Referencc lnethod. The comparison was
pcrformed with:Un市 ersitv ofIⅦissouri CPRL

Th aluated

Date of Certiflcation:October l.20H

勁 彰 ふこだ課肌 裂s, た 4

br CItれlicα′CL

C ev was:

Instrument

Tosoh HPLC 8020
Calibrator Lot:

JDS Lot4(JCCRⅣ 1411)
Column Lot:

Tosch TSK gel HSi NPR LotS0008
Program,Conversion Equation

Cradient elution,NCSP=1.02(JDS)+0。 25
Reagent Loti

ln―house
Calibrator Assisled Values:

4.640/0,5.25°/0,6.970/0,

9.270/0,11.730/0

NGSP Steering Conunittee Chair NGSP Network Coordinator CPRL director/supervlsor



e20■ 1年 10月 ■日 : (ReCCS)
JDS値をきめるK0500法で、NGSPのCPRL(Central
Primary Reference Laboratoryr lMIssouri大学)のアジ

ア地 区基準測定施設(ASRL:Asian Secondary Reference
Laboratory)の認証を取得 した。

・今後我国で標準化された値は、NGSP値であると表現で

きる。そこで、新HbAlc国際標準化対応値をHbAlc(国際標

準値)またはHbAlc(NGSP)値 と命名する。
・ HbA■c(NCSP)=1.02xHbAlc(JDS)+0.25

(NGSPで認証された式)

・一方、NGSP=JDS+0.4の近似式はJDS値5.0%～
9.9%の範囲で完全に成り立ち、更に測定誤差2～3%を考慮

すると全ての測定範囲で威 り立つ。日常診療では上記近似式

でこれまでのJDS値を推定することが可能である。
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説明用 :JDS値 とNGSP値 の換算表 (Vcil l)

」DS(0/0) NGSP(%) NGSP(%) 差 」DS(%) NGSP(%) NGSP(%) 差 」DS(%) NGSP(%〕 NGSP(°/o) 差

40 43 4330 03

41 44 4432 03 71 75 7492 04 101 106 10552 05

42 45 4534 03 つ
ル

７
′ 76 7594 04 102 107 10654 05

43 46 4636 03 73 77 7696 04 103 108 10756 05

44 ，
′

И
， 4738 03 74 78 7798 04 104 109 10858 05

45 48 4840 03 75 79 7900 04 105 H0 10960 05

46 49 4942 03 76 80 8002 04 106 111 11062 05

47 50 5044 03 77 8104 04 107 112 11 164 05

48 51 5 146 03 ，
′

（′
一 8206 04 108 113 11266 05

49 52 5248 03 79 83 8308 04 109 114 l1368 05

50 54 5350 04 8 84 8410 04 H0 l1 5 11470 05

51 て
υ 5452 04 81 8512 04 11 1 l16 11572 05

52 ０́ｒ
Ｄ 5554 04 82 86 8614 04 112 H7 l1 674 05

53 ／̈５́ 5656 04 83 87 8716 04 H3 l1 8 11776 05

54 5758 04 84 8818 04 H4 H9 11 878 05

55 59 5860 04 89 8920 04 H5 120 11980 05

56 60 5962 04 ´
０ 90 9022 04 H6 121 12082 05

57 61 6064 04 ７
′

０
０ 91 9124 04 H7 122 12184 05

58 62 6166 04 92 9226 04 l1 8 123 12286 05

59 ３^０́ 6268 04 89 93 9328 04 119 124 12388 05

60 64 6370 04 90 94 9430 04 120 125 12490 05

61 ０́ 6472 04 91 95 9532 04 121 126 12592 05

62 66 6574 04 92 96 ,634 04 122 127 12694 05
‘
υ 67 6676 04 93 97 9736 04 123 128 12796 05

64 ′
０ 6778 04 94 98 9838 04 124 129 12898 05

Ｄ́０́ 69 6880 04
０
ン 99 9940 04 125 130 13000 05

66 70 6982 04 96 100 10042 04 126 13 1 13102 05

67 71 7084 04 97 101 10144 04 127 132 13204 05

68 つ
４

７
′ 7186 04 ０

ン 102 10246 04 128 133 13306 ｎ
Ｖ

69 73 7288 04 99 103 10348 04 129 134 13408 05

70 74 7390 04 100 10, ll1 450 llう 130 135 13510 05

NGSPイ直は、NGSP(%)-102×JDS(%)+025で少数第3位まで計算し、小数第2位を四捨五入し、少数第1位まで示す。
9



・ また臨床の混乱を避けるために、一定期間これまでの
HbAlc(JDS値 )と新しいHbAlc(国際標準値)(=
HbAlc(NCSP値 ))の二重表記が必要であるとの意見が
委員会で提案された。なお測定は全てHbAlc(NGSP値 )

で出力される。

・ 二重表記のためには、測定系からHbAlc(NGSP)を医
療機関二検査機関の情報システム(LiSノHIS)にデータを
送つた後に、計算式でHbAlc(JDS値 )に変更して両値
を印字する必要がある。

・ その際、特定健診には現在のHbAlc(JDS値 )のみを送
ることになり、その他の医療機関では、両デ〒夕を送るこ
とになるという操作が必要となる。_

10



・ この際の最も大きな問題は、これまでのHbAlcイ直である
HbAlc(」 DS値)を継続した上で、新しいHbAlc(国際標準
値)(=HbAlc(NGSP値))を併記しなければならない。ヽその
ためには項目識別のためにLIS/HISに従来の」DSイ直に対して
の」LAC10のコード番号と異なる新コード番号を設定しなけ
ればならない。

・ また、これまでのHbAlc(」 DS)に用いていた旧コー ドのコ
ー ド名はヘモグロビンAlcなので、新しいコードは別の名
前

(例えばAlC)で登録する必要がある。理由は、装置からは
HbAlc(NGSP)と して出力される。このうち装置からの直接
E口字あるいはLIS/HISを介しての直接印字が 5文字以内の
制限で必要とされるものがあることから、HbAlc(NGSP)を
〃
AlC″として表記すれば対応できる。

¬1



移行期間中 (l年間)の報告値

特定健診システ

オーダリング
(検査依頼等)

口検量用試料で対応

(認証書のAlC値
(NGSP値)で校正 )

検査報告書(主治医用)専用装置
(HPLC、 免疫法、

等 )
検査報告書{患者用)

汎用自動分析装置
口装置の計算式に指
定の換算式を導入
B検量用試料で対応
(認証書のAlC値
(NGSP値 )で校正)

測定試薬キット

(免疫法、酵素
法等)

医療機関あるいは検査機関の
情報システム (日s/HS)

検査室の精度管理
由前回値との比較
口管理図の作成
・サーベイ報告書等

・検量用試料で対応
(認証書のAlC値
(NGSP値 )で校正 )

・装置の計算式に指
定の換算式を導入

その他の装置

(免疫法、酵素
法等 )

通常の健診システム
#HbAlc(国 際標準値)はHbAlc(NGSP)に変更し、表記は「AlC」 とする。
*LIS/11Sか らは、移行期においては、AlC値のみ、AlC値とHbAlc値、
HbAlc値のみの3通りの出カカミ可能であるが、特定健診では一定期間
はHbAlc値を用いる。 ¬2



ⅡPLC専用装置による測定

汎用装置による測定

POCT用装置による測定

LIS/HIS

「HbAlc」

検査室の精度管理など

報告 :主治医用

報告 :患者用
口測定値の印字は、日常診療
では例えば「AlC」を用いる.

なお、JDS値を参考とする

場合は、換算表を用いる。
口JDS値 は「 HbAlc」 と し 、一 定 期 間

に限つて使用する。

報告 :通常の健診システム

報告 :特定健診システム



JLAC10コード (新規コードの申請)

例えば以下のような検討が可能である。(未決定)

①現コードによる測定値は、ⅡbAlc(JDS)値を意味、「ⅡbAic」 表記し、印字は
「ⅡbAic」を用いる。

②新設コードは、HbAlc(NGSP)値に対応するものを設定し、表記は「AlC」

あるいはHbAlc(NGSP)を用いる。 14

現コード 新設コード

ID 596 597

運用コード 302870 302880

15桁コード 3D0450000019062 3D0450000019204

分析物 3D045 3D045

1材料 019 019 019

測定法 062 204

分析物名 ヘモグロビンAlc ヘモグロビンAlc A10

材料名| 全血 (添加物入り) 全血 (添加物入り) 全血 (添加物入り)

測定法 ラッテクス凝集比濁法

LA法、LPIA法を含む

高速液体クロマトグラフィー 高速液体クロマトグラフィー



表1糖尿病診療に用いるHbAlc(国 際標準値)=HbAlc(NGSP)値

項 目 HbAlc(国 際標準値 )=HbAlc(NGSP) HbAlc(」DS)

基準範囲 4.6%～ 6.2% 4.3%～ 5.8%
診断基準 ≧6.5% ≧6.1%

コントロールロ標値 <6.9% <6.5%
糖尿病疑いが否定できない 6.0%～6.4% 5.6%～6.0%

将来の糖尿病発症の高リスク群 5.6%～5.9% 5.2%～ 5.5%

表2血糖コントロールの評価とその範囲

評価 HbAlc(国 際標 準 値 )=HbAlc(NGSP) HbAlc(」DS)

優 6.2%未満 5.8%未満

良 6.2%～6.9%未満 5.8%～ 6.5%未満

可
不十分 6.9%～7.4%未満 6.5%～7.0%未満

不 良 7.4%へ′8.4%未満 7.0%～8.0%未満

不 可 8.4%以上 8.0%以上

表3特定健康診査項目の判定値
・項目名 保健指導判定値 受診勧奨判定値

HbAlc(」DS) ≧5.2% ≧6.1%
HbAlc(国際標準値 ) ≧5.6% ≧6.5%
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lFCC値 ,学術

IFCC oηmOI/mol)=10。 93 x NGSP(%)―
(CaS 1/Veykamp et al.C‖ n Cherln 54:240-248′ 2

関係式 NGSP値 (%)=1.019 X JDS値 (%)す 0・30*にれまでの関係式)

NCSP値(%)=1・02 x JDS値(%)+0025(NGSPで認証)

情報システムでのNGSP値からJDS値への変換は以下による

JDS値(%)=0,980 x NGSP(%)‐ 0,245となるが、」DS値 =NCSP値 ‐0.4%
の近似式は測定誤差2～3%の範囲内にあり臨床的には、使用可能である。

3.52
08)

*J Diabetes lnvest l:212′ 2010
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資料4

次期国民健康づくり運動プラン

策定に関する検討状況について



<次期プラン専門委員会 >

★第 1回専門委員会 憫催済み)

11月 25日 (金)9～ 12時

(進 め方、論点整理 )

★第 2回専門委員会 (開催済み)

12月 7日 (水)9～ 12時

(基本的方 向性 )

★第 3回専門委員会

1月 12日  (木)13～ 16日寺

(骨子 (中間取りまとめ)案 )

★第 4回専門委員会

2月 15日 (水)13～ 16時

(プラン (素案))

★第 5回専門委員会

3月 19日 (月 )13～ 16時

(プ ラン最終 (諮問)案 )

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会及び専門委員会の今後の日程 (案 )

<厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会>

(案)
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厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会委員名簿
50晋 順・

名氏 属所

磯 部

市 原

井 部

上 谷

大 場

小 澤

春  日

坂 本

佐 藤

澁 谷

武 見

多 田羅

田 中

田 畑

辻

徳 留

◎ 永 井

中 村

橋 本

樋  口

樋  口

福  田

藤 原

古 木

保 坂

松 田

三 浦

官 下

均千

健 一

俊 子

律 子

エ  ミ

71t 六

雅 人

雅 子

保

いづみ

ゆか り

浩 三

一 哉

泉

一 郎

信 寛

良 三

丁 次

信 夫

進

輝 彦

田

英 憲

哲 夫

シゲ リ

晋 哉

宏 子

暁

慶應義塾大学大学院法務研究科准教授

全国市長会理事・茨城県つくば市長

聖路カロ看護大学学長

財団法人 日本食生活協会常務理事

全国保健師長会会長

健康 日本 21推進全国連絡協議会会長

独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長

福岡市専門員 (こ ども施策担当)。 こども総合相談センター名誉館長

社団法人 日本歯科医師会常務理事

愛知県半田保健所長

女子栄養大学教授

財団法人 日本公衆衛生協会会長

国民健康保険中央会常務理事

立命館大学スポーツ健康科学部教授    、

東北大学大学院医学系研究科教授    1

独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長

東京大学大学院医学系研究科教授

社団法人 日本栄養士会会長

独立行政法人国立循環器病研究センタ,理事長

独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症センター院長

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長

全国知事会理事・栃木県知事

社団法人 日本薬剤師会常務理事

全国町村会行政委員会副委員長・山口県和木町長

社団法人 日本医師会常任理事

産業医科大学公衆衛生学教授

国立保健医療科学院統括研究官

健康保険組合連合会常任理事

◎部会長



次期国民健康づ くり運動プラン策定専門委員会委員名簿
50音順・敬称略

名氏 属所

池  田

岡 村

尾 .峙

工 藤

熊 坂

新 開

俊 也

智 教

哲 則

翔 二

義 裕

省 二

鈴 木 隆 雄

津 金  昌一郎

辻

津  下

十 一

戸  山

中 村

西

野  田

羽  ′鳥

樋  口

堀 江

三 浦

宮 地

村  山

山 縣

湯 澤

横  山

吉 水

一  郎

一  代

九  二

芳 昭

正 和

信 雄

光 彦

裕

進

正 知

宏 子

元 彦

伸 子

然太朗

直 美

徹 爾

由美子

国際医療福祉大学大学院教授

慶應義塾大学医学部教授

日本大学歯学部教授

公益財団法人結核予防会複十字病院長

盛岡大学栄養科学部教授

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

研究部長 (社会参加 と地域保健研究チーム)

独立行政法人国立長寿医療研究センター研究所長

独立行政法人国立がん研究センター

がん予防・検診研究センター予防研究部長

東北大学大学院医学系研究科教授

あいち健康の森健康科学総合センター長

国立大学法人京都大学大学院医学研究科教授

慶應義塾大学医学部教授

財団法人大阪府保健医療財団大阪府立健康科学センター健康生活推進部長

独立行政法人国立健康・栄養研究所国際産学連携センター長

独立行政法人国立国際医療研究センター糖尿病・代訪寸症候群診療部長

社団法人神奈川県医師会理事

独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症センター院長

産業医科大学産業生態科学研究所所長

国立保健医療科学院統括研究官

独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研究部長

新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科教授

国立大学法人山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授

立教大学コミュニティ福祉学部教授

国立保健医療科学院生涯健康研究部長

伊藤忠ファッションシステム (株 )

ブランデイング第1グループクリエーションビジネスユニット
マネージャー
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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための

基本的な方針 仔成15年 4月 30日 殷労働省告示第195引

次期国民健康づくり運動プラン (基本的な

方針案)※ 見直 しの視点等

第 1回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会 (H.23.11.25)資 料

次期国民健康づ くり運動 プランの見直 しの方向性 (案 )

○前文 ～ 方針の趣旨・目的

,目 指す姿～すべての国民が健やかで心豊かに

生活できる活力ある社会

・目的～壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸、

生活の質の向上

・趣旨ん国民の健康 (心身の健康)の増進の総

合的な推進を図るための基本的な事項を示

すもの

第一 国民の健康の増進の推進の基本的な方向

一 一次予防の重視

・従来の疾病対策の中心であつた二次予防や

二 次 予 防 に と どま る こ とな く、一次 予 防 に

重点を置いた対策を推進

二 健康増進の支援のための環境整備

1 社会全体による支援

・家庭、地域、職場等を含めた社会全体が、

個人の取組を支援することが重要

2 休日及び休暇の活用の促進

・個人の休日等における健康づくり活動の支

援や健康休暇の普及促進等の環境整備が

必要

三 日標の設定と評価

・科学的根拠に基づく具体的目標の設定や日

標到達のための諸活動の成果の適切な評

価が必要

四 多様な関係者による連携のとれた効果的

な健康増進の取組の推進

¬ 多様な経路による情報提供

・国民に対する十分かつ的確な情報提供が

重要。このため、多様な経路によりきめ

細かな情報提

供の推進が必要

2 ライフステージや性差等に応じた健康増

進の取組の推進

・対象者の特性やニーズ等を十分に把握し

、ライフステージや性差に応じた健康課

※目指す姿は、 10年後を見据えどう考えるか。

※目的は、左の 3項 目のほか、追加すべきものが

な い か 。

※方針の対象期間や評価時期などを盛り込んで

はどうか。 (対象期間～10年間<H25.4.1～ H35

.3.31>、 評価時期～中間評価 (5年度目)、 最

終評価 (最終年度))

※基本的な方向として盛り込むべき事項につい

てどう見直すか。 (項 目の追加や順番の変更など

を行うか。)



題に対 して配慮しつつ、乳幼児期からの

健康増進の取組を効果的に推進すること

が重要

3 多様な分野における連携

・厚生労働行政分野における健康増進に関

する対策のみならず、学校保健対策やま

ちづくり対策、障害スポーツ分野におけ

る対策等、関係行政分野、機関等との十

分な連携が必要

・国、都道府県、市町村及び特別区、健康

増進事業実施者、医療機関その他の関係者

間の相互の連携も必要

国民の健康の増進の目標に関する事項

・国～健康増進についての全国的な目標を

設定し、広く周知するとともに、継続的に

健康指標の推移等の調査・分析を行い、結

果情報を還元することで国民の取組を支

援
・地方公共団体～全国的な目標を参考に、実

情に応 じ、関係者間で共有されるべき目標

を設定

地域、職場、学校、個人等～これ らの目標

を参考 としつつ、地域等の実情に応 じて目

標 を設定 し、そのための計画を策定するこ

とが望まれる。

第二 都道府県健康増進計画及び市町村健康増

進計画の策定に関する基本的な事項

一 健康増進計画の目標設定

二 計画策定に当たって留意すべき事項

第四 国民健康・栄養調査その他の健康の増進に

関する調査及び研究に関する基本的な事項

一 健康増進に関する施策を実施する際の調

査の活用

二 健康の増進に関する研究の推進

第五 健康増進事業実施者間における連携及び

協力に関する基本的な事項

第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健

康の保持その他の生活習慣に関する正しい

知識の普及に関する事項

※主要な指標について数値目標として盛り込ん

ではどうか。

※国、地方公共団体、地域等の役割などについて

、変更・充実すべき点があるか。

※現行を基本としつつ、

るか。

変更・充実すべき点があ

一 基本的考え方

二 健康増進普及月間

第七 その他国民の健康の増進に関する重要事

頂

二 国民の健康増進の推進体制整備

二 民間事業者等との連携

三 健康増進を担う人材

※現行の告示の柱立て (第 一から第七まで)は 、健康増進法第 7条第 2項各号に掲げる「基本方針

に定める事項」に基づくもの。
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第 31回地域保健健康増進栄養部会 (H.23.12.21)資料

次期国民健康づくり運動プランの基本的な方向性に関する論点

10年後を見据えた目指す姿につい

○ 国民が共に支え合い健康で幸せに暮らすためには何が必要か。

○ 子ども達が希望を持つ社会づくりや、虐待や不登校などの問題を解決する社会を

どう作るのか。

○ 子育て世代が、仕事と家庭のバランスを保つて生活の余力が持てるような社会に

は 何 が 必 要 か 。

○ 高齢者が生き甲斐を持って生きるためにどういった社会が必要か。

・ 上記を達成するために、

> 地域づくりの観点からどう考えるか。

> 個人、専門家、行政等の役割をどう考えるか。

本的な方向につい

○ 個人の生活習慣改善以外の視点として、個人の健康が大きな影響を受ける社会環

境について計画に取り込むべきではないか。 どういつた視点があるか。

○ 健康寿命の延伸のために、必要なライフステージに応 じた健康づ くりは何か。

○ 健康格差の縮小について取 り組むべきではないか。その課題はなにか。

○ 健康に関心のない人に対 してどう取 り組むべきか。

○ 高齢者社会を踏まえて、治療中や介護中の人に対 して段階に応じた健康づくりに

どう取 り組むべきか。

○ 国民に分か りやすく伝え、理解を広めるためにどうすればよいか。

目標について

○  目標に関して、個人で達成すべきものと社会環境に関する日標の両方があって

よいのではないか。

○ 地方自治体が健康増進に取り組むにあたって、国民に分かりやすく、既存のもの

を活用した客観的な指標が必要ではないか。



○ 目標設定にあたつては、上位の目標 (大 きく目指す目標)と それを達成するため

の 目標 といつた整理や 日標の相互関係の整理など、構造を明らかにすべきではな

いラう`。

○ 指標については、重複を排除し、全体バランスを考え整理が必要。どの領域に重

点的に取り組むかも踏まえ決めるべきではないか。その場合、どの領域を重点化

すべきか。

○ 評価方法として、平均値を用いるか割合を用いるか等は個別に整理すべきでは。

例)平均値 :野菜平均350g以 上、割合 :野菜 350g以上を摂取している人の割合の

ナ曽力日

自治体の計画策定や調査、連携

○ 都道府県及び市町村における健康増進計画の策定に関する基本的な事項に関 し

て、特に留意すべき点としてどのようなものがあるか。

○ 健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項に関して、どうい う取組

が必要か。

○ 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項に関 して、ど

うい う取組が必要か。

○ 生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項に関して、どうい う取組が必要

か 。

○ 上記以外の、国民の健康の増進の推進に関する重要事項に関して、特にどうい う

事項に留意するべきか。
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1      第31回地域保健健康増進栄養部会 (H.23.12.21)資料

第 1回、第 2回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

での主なご意見

10年後を見据えた目指す姿について

一国民の支え合い一

・ 全ての国民が共に支え合い、健康で幸せに暮らせる社会を目指す。
一子 ども達を支援する社会一

。 子どもたちが希望の持てる社会を目指すべき。その基盤 となる健康を大切にできる社会

を目指す。

・ 子どもの不登校も高止まりの状況だが、適切に支援をすれば再登校 して社会を担つてい

く。将来支援を受ける側になるか、支援をする立場になるかは大きな違いで、少子高齢

社会だからこそ、子 どもに対するサポー トは重要。

・ アメリカの大規模研究では、幼児期の虐待などの逆境的な環境がくうつや喫煙などに関

連しているという結果もあるので、早期の段階での環境をより良いものにすることは、

大人のメンタルヘルスにとっても大変重要スtO

―子育て世代の仕事と家庭のバランスー

・ 若い世代は、労働時間が長 くて、生活に余力をもてない。働きながら家庭生活の役割も

担 うバランスのとれた働き方をもつと普及 しなければ、10年後は家庭で高齢者を支えな

がら働 くとい う姿はなく、そのためにもワークライフバランスが重要。
・ 親世代が忙 しい世代なので、祖父母が孫の育児をサポー トするなど、お互いに助けあう、

ポジティブな世代間相互扶助の像が提案できるとよい。

一高齢化社会に向けて一

。 高齢者が生きがいを持つていきていける社会を目指す。

・ 10年後のさらに 10年後を見据えた土台づ くりとして、著しく進む高齢社会を見据える

ことが必要。

・ 単に健康 とい うものではなく、労働 も見据えた躍動型超高齢者社会の構築を目指すベ

き。

・ 高齢者にとつての働きやすい職場づ くりも必要。

・ 高齢者の一人暮らしが増えてくることを踏まえ、高齢者になつてからの施策ではなく、

もう少 し手前の段階から施策を進めることが必要。

―地域社会、環境づくリー

・ 在宅医療、地域コミュニティの問題 も含めてほしい。

・ 地域づくりという観点が重要。有効なソーシャルキャピタルの活用を促進。
・ 誰もが社会参加でき、健康づくりの資源にアクセスできる社会を目指す。
。 「健康 日本 21」 には、health environment(環境面)が弱かった。社会環境の課題を

明確にすべき。



一専門家等の役割―

“ 病院、介護の現場にいる専門家や臨床家の役害Jも 含めて考え、専門家や臨床家への普及

もしていくべき。

本的な方向について

―社会環境の改善―

・ 健康 日本 21は、個人の生活習慣に着 日して作 られていたが、個人の健康は、社会環境

により大きな影響を受けるので、生活や労働環境など様々な要因を考慮 して計画をたて

ることが必要。

・ 健康 日本 21の反省 として、目標が個人の日標が中心だったことがあるので、社会をみ

る指標をしつか り確立 していく必要がある。

・ 個人のニーズがないと環境は変わらない。知識が行動に結びつくことを身につけた国民

を増や していくことが重要。

・ 個人と環境は両方重要で、車の両輪のようにいずれも必要。

一ライフステージに応 じた健康寿命の延伸への取組一

。 国民が一番重要視 しているのは、健康寿命。
。 健康寿命の延伸は大変重要なことで、高齢者になる前まではその方針だが、75歳以上に

なると不健康寿命をいかに縮めるかとい う観点も必要。

・ 健康に過 ごして、人生の最期に、自分が満足 してよかったと思えることが重要。

・ 成育期から高齢期まで各ライフステージ (世代)の社会的役割 とそれを支える健康の確

保のための取組を推進することが重要。

一健康格差の縮小、健康に関心のない人に対 して一

・ 新 しい健康づ くり運動プランで守るべきターゲッ トで優先順位が一番高いのは、健康の

意識はありながら生活に追われて健康が守れない、また生活に追われるあま り健康にも

関心が持てない人々である。今後健康格差が広がる中で、こうした人々の健康に役立つ

ような健康政策や社会環境整備に取 り組み、どこまで健康格差が縮小できるかが重要
。 病気や健康に関する講座を開いても、いらつしゃる方は関心の高い方。無関心層をどう

ひきつけるかが重要。

―高齢化社会を踏まえて一

。 健康 日本 21では、一次予防の重視が中心だったが、今回は高齢社会 とい うこともあり、

治療中の方も介護を要 している方も、それぞれの段階に応 じた健康づ くりに取 り組める   ・

働きかけが必要。
。 一次予防とともに、重症化予防も重視。

一国民への啓発―

。 国民運動 として、国民にわか りやす く伝え、理解を広める啓発活動を促進。

―その他一

。 関係省庁の連携による取組の推進。



・ 健康に関連するような環境が地域にどれ くらいあるのか、積極的に開示 して、それを広

報することで、自治体間の競争が生まれ、健康なまちづくりが進むような工夫が必要。

目標について

―個人の目標 と社会の目標―

。 日標に関して、個人で達成すべき目標 と、社会に環境に関する日標が両方あってよい。
・ 社会生活機能低下の低減と社会参加の機会の増加は、関連して考えるべきもの。
・ 個人についてはライフステージに応 じた目標を設定すること、社会環境については地域

社会、職場、学校は、何を目指すかを明らかにすることが重要である6

。 「個人に関する日標」 と「社会に関する日標」をシンクロさせることが必要。
。 こどもの健康は環境・社会の影響を受けやすいので、環境という観点は重要。
・ 高齢者領域は、個人と社会の両者が関連 し合 う領域でもある。
日 社会環境はデータの蓄積がなく、難 しいものがあるが、日標 として今後 10年間続けら

れるものを 1つ 2つ出し、モニタリングをしてみるという感覚も大事。
一運動の展開を視野に入れた日標の設定一

。 国民に伝え、実現 していくために、わか りやすく、実施しやすい日標値にすべき。
・ 目標設定をどうたてるのかの「What to d。」とこの運動をどう展開するかの「How to d。 」

の整理が必要。前者については、エビデンスで整理できる部分もあり、優先力頂位で選ぶ

ことも可能である。一方、後者については、健康 日本 21での反省点でもあ り、best

Practiceと まではいかなくても、g00d Practiceを 、自治体職域の事例か ら学んで、

次期プランでは十分に発信していく必要がある。

・ 自治体、地域の本気度が試される時代。自治体が健康施策に総合的に取 り組んでいるこ

とが客観視できる日標を設定すべき。

・ 地域をサポー トする体制が必要。
日 継続的にモニタリングが可能なものとすべき。
口 新たに取 り組むのではなく、データも含め、既存のものをうまく活用 して取 り組むこと

も重要。

・ 他の計画との整合性もしっか り図つていくべき。

一日標設定の構造や考え方―

・ 目標については、政策 としてのニーズ、インパク トの大きさからみて、優先順位が高く、

今回のプランにおいて重点を置 く目標、エビデンスに裏付けられていて、実行可能性の

ある目標設定が可能なものに絞 り込むとよい。

・ 健康 日本 21の反省は、指標が非常に多 くて、上位の目標とそれを達成するための日標

などの整理が不十分だつた点があげられるので、指標の相互関係をしっかり整理 した方

がよい。

・ 健康 日本 21では、大きく目指す日標 とそれを達成するためにやるべきことの目標につ
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いて必ず しも論理的な構造の中で整理 されていなかったので、整理する必要がある。
。 なるべく客観的な指標を用いるべき、なるべく少ない指標を掲げ、それを達成するため

の複数の指標があつてもよいが、単純化することが重要。

・ 健康づ くりとい う観点が抜けないよう、特定の病気に偏らないようにすべき。

・ 複数あつた指標のなかで関連の高いものは片方を選ぶなどの整理も必要。

・ 都道府県や市町村が取 り組むことが明確 となる、わかりやすい指標 として、数値 として

示すのがよい。
。 疾病予防 とリスク低減については、サイエンスでの整理と、実行可能性も含めてのマネ

ジメン トは分けて考えることが必要。まずは、サイエンスで整理可能な部分は、その整

理を行 う。

・ 疾病の認知度の向上にカロえ、性年齢別、地域別にわけて考えてはどうか。

・ 専門性、エ ビデンスに関しては、各分野で様々であるので、一律にすることは難 しいた

め、強弱をつけて目標を設定 してはどうか。

・ 病気 とうまく付き合っていく視点が大事であり、病気であってもその リスクをどの程度    
′

知つているかが課題である。

・ 疾患によっては、予防 と治療が重なってくる部分があり、その部分をどう扱 うかが課題。
一評価方法―

・ 評価方法 として、平均値を用いるか割合を用いるか等は個別検討すべきでは。

例)平均値 :野菜平均 350g以上、割合 :野菜 350g以上を摂取 している人の割合の増

力日

・ ハイ リスク者の害」合を減少させるのか、国民平均の リスクを減少させるのかは、疾病の

おかれた状況などに応 じ、適宜使い分ける必要あるのではないか。
一個別 目標について一

。喫煙、飲酒、身体活動、体重、野菜・果物不足、塩分・高塩分食の摂取、感染等が日本人

の発がん リスク要因としてエビデンスが報告されてお り、日本人への相対 リスク、寄与害1

合等を踏まえ、がん予防を推進すべき
。血圧値 とコレステロール値の減少が必要

・食事以外の要因では、20歳からの体重変化や高血圧の既往、喫煙、飲酒等が生活習慣に

かかるリスクとして報告されており改善が必要
。COPDの原因の 90%は タバコ煙によるものであり、喫煙者の 20%が COPDを発症するとさ

れてお り、喫煙が最大の発症 リスクとなっている
。早期禁煙ほど有効性が高くたばこ消費の 20-30年後に遅れて死亡が増加するため、若年者

の喫煙率の低減は喫緊の課題

・COPDの モニタ リング、健診、診療、国民認識の向上等が課題

・喫煙 と受動喫煙 に関連 した疾病、障害、死亡を減少 させるために、喫煙率の低下と受動喫

煙の防止を達成するための施策等をよリー層充実させるとともに、喫煙率の低下と受動喫

煙の防止に関わる指標 と目標を設定することが重要

・未成年が出入 りする場所での対策が必要

１
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。多量飲酒の低減 と未成年者の飲酒防止は引き続き取 り組むべき
。リスクの少ない飲酒についての知識の普及が必要
。若年女性の飲酒量の増加が懸念 され、女性のアルコール依存症数も増加 してお り女性の飲

酒量の低減が必要

・成人期の肥満が課題。男性の 20歳代から 30歳代にかけての体重増加の害1合が最 も多く、

抑制が必要

・地域格差がみ られるため、地域格差に配慮 した取組が必要
。家庭における共食等を通 じた子どもの食育の推進が必要

・食塩摂取量減少、野菜摂取量の増加が重要であ り、更なる食塩摂取量の減少のために、消

費者の啓発、栄養成分表示等が必要

・20歳代で栄養素の摂取や行動変容が乏しいことから、この年代への対策が必要
・ライフステージを踏まえ、幼児・学齢期におけるう蝕予防、成人期における歯周病予防、

中高齢期における歯の喪失の防止 と口腔機能低下の軽減への取組が重要
・過去 10年の減少が著 しい 1日 の歩数は、一番の課題。

・高い体力を持つことが必要。 (例 :1日 の歩数を概ね 1000歩増やす、週 1時間の虐、が弾む

運動の実施者を性・年齢を考慮 して 10%増加 させる、体力を 1割上げる等)

。睡眠衛生、自殺者数、ス トレスを感 じた人等のモニタリングを継続 し、「うつ」をターゲ

ッ トにしては。

・思春期のメンタルヘルスに対する学校、医療機関の対応が必要

・就業等地域活動をしている高齢者の増加や認知症 リスクのあるものの減少、運動器症候群

(ロ コモティブシン ドローム)対策を遂行することが高齢化社会を見据え必要。
・適切な身体運動、食生活の改善の啓発、骨粗髯症検診率の向上等により、骨粗髯症、運動

器慢性疼痛 (腰痛、膝痛など)等の改善を目指す。
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次期国民健康づくり運動プランに盛り込む目標に対するご意見 (例 )

○健康寿命 (日 常生活に支障のない期間、自分が健康であると自覚している期間)の延伸

○主観的健康度

○早世の減少、疾患別・年齢調整死亡率の低下 (心血管、脳血管、がん)

○高血圧者の割合の減少/高血圧の有病率(性・年代別)の減少

○脂質異常者の減少/脂質異常症の有病率(性 年ヽ代別)の減少

○糖尿病者の減少/糖尿病の有病率 (性・年代別 )

○糖尿病とその合併症について正しく理解している国民の増加

○糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 (年齢調整)

○メタボリックシンドローム該当者、予備群の減少 (性・年代別・地域別割合)

○生活習慣病治療中の患者のうち、コントロール不良者の減少、未治療者のうち、放置者の減少

○認知症ハイリスク高齢者の割合の減少

○うつ・自殺者の減少

○ロコモテイブシンドローム(運動器症候群)を認知している国民の割合の増加

○骨粗髪症者の割合の減少(思春期の低骨量女子の減少、40歳 以降骨粗豚症者の割合の減少)

○運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う人の割合の増加

○健診受診率 (特定健診、がん検診、運動器健診)の向上

○健診後の保健指導の実施率の向上

○肥満者の割合の減少 (ノ lヽ児、40歳 以上中高年)

○やせの者の割合の減少(思春期、20歳代女性、高齢者)

○塩分摂取量の減少(多量摂取者の減少、国民平均値の減少)

○野菜・果物低摂取者の割合の減少

○学童・思春期の家族との共食の増加   ・

〇日常生活における歩数の増加(成人、高齢者)

○運動習慣者の割合の増加(成人、高齢者 )

○安全に歩行可能な高齢者の増加(開眼片脚起立時間20秒以上に該当する人の増加)

○十分な睡眠の確保

○ストレスを感じた人の割合の減少

○成人の喫煙率の低下

○未成年者の喫煙率の低下 (中学生、高校生)

OCOPD等の知識の向上

○アルコール摂取量の減少

○過剰飲酒者 (週 1日 以上、1日 平均男性46(女 性23)g以上)の割合の減少

○一人平均のう歯数の減少

○歯肉炎、歯周炎の減少(有する人の割合 )

○歯の早期喪失の防止

○口腔機能低下の軽減

○喫煙が及ぼす健康影響(歯周病)についての十分な知識の普及
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○都道府県別の平均余命・健康寿命格差の縮小

○所得や雇用形態でグループ化された集団別の健康寿命の格差の縮小

○都道府県別(または市町村別)年齢調整死亡率格差の縮小

○健康格差の把握とその対策をしている自治体数の増加

○ソーシヤルサポートの授受が豊かな地域社会 (自 治体)数の増加

○自治体総合計画等のなかに、10年後を見据えた健康政策の具体的指針の記載がある自治体の割
合の増加

○高齢者就業率の増加

○社会活動をしている高齢者の割合の増加

○健康づくりを目的とした住民組織が活動している自治体の割合

○保健サービスヘのアクセス改善に向けた取組をしている自治体の割合の増加
(30分以内にアクセスできない地域住民の減少等)

○栄養表示 (特に、総エネルギーや食塩)を行う食品数の増加

○食品・外食料理・給食の栄養成分表示を行う店舗数の増加

○健康的な食物 (低エネルギー密度、適切なポーションサイズ)へ のアクセスの改善

○通勤・通学における自動車利用率の減少

○スポーツ施設提供業事業所数 (フィットネスクラブ含む)の増加

○都道府県対抗「1日 1万歩 !」 アワードの実施 (「 1日 1万歩歩く人の人数/人口比」で効果を上げた

自治体を表彰)

○都市計画に「歩く(活動する人が増加する)人が増えるまちづくり」方針を掲げて具体的な施策を
実施している自治体の割合の増加

○職場の管理監督者に心の健康対策の教育研修・情報提供を実施している事業所割合の増加    ｀

○未成年が出入りする飲食店で禁煙

○受動喫煙を受けた人の割合の低下 (家庭、職場、公共施設、飲食店)

○歯科保健推進条例を制定する自治体数の増加
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第2回 健診・保健指導の在り方に関する検討会

参考人資料 1

国立国際医療研究センター

糖尿病・代謝症候群診療部長

野田光彦

2011年  12月  27日 (火 )
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1.歴史的背景

2.メタボリックシンド国―ムとは

3.種々の診断基準とポイント

4口 国際的動向 (わが国を含む )

5。 私見



歴史的背景

2■)σ)Syndrome X
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catethe ln ln

lschemia but on coronar arterl rams normal coronar

arterles `cardiac' syndrome X

988盗F  Reaven GM: ′ノ励θ′θs 37: 1595, 1988

1n his Banting Lecture, used the same term   syndrome
X'  to describe a metabolic syndrome characterized by
glucose intolerancQ insulin resistance,dyslipidemla,

hVDertension and coronary artery disease.

―   `metabolic'  syndrome X

Ｘ

．

2

had

Cheng ttO: rr7:」 Caだjo′ 2006



メタボリックシンドローム

↓

多 様 な 側 面  (Multiple Risk Factor S■ drome)

月巴,商 (中心1生月巴,商、内謄舞月巴

'商

)

インスリン抵抗性
心血管・脳血管疾患等
アディポサイトカイン
炎症反応
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脂肪



シンドローム X
Syndrome X

Reaven GM
ι,′aιeres

1988

高血圧

死の四重奏
Deadly Quartet

Kap!an NM
Иra■ 力rerr施び

1989

Muittple RIsk Factor SyldrOmeの 系譜

インスリン抵抗性
症候群

SyndrOme of lnsulin

Res,stance

DeFronzo RA
aをbθres aare

1991

内臓脂肪症候群

松沢佑次
日本内科学会雑誌

1992

r/耐nii能異常
~~~¬

耐薗雲野百
~~~~愛

副闇莉百 耐糖罷裏百
‐`

高中性脂肪血症 高中性脂肪血症  脂質異常症

イ氏HDL―C」lり主

高血圧 高血圧

脂質異常症

高血圧

ノ

動脈硬化性
心血管病
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メタボリックシンドローム〓多様な側面(MuⅢ口e Rsk Factor Syndrome)

メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の概念

漏
ゝ

高血糖 脂質異常

脳卒中、心疾患(d蘭睦→、
精尿病合併症 (人工透析失の等へと進展

分ンイ助
ユ
▼

イサポ

ｒ̈

不健康な生活習慣

サ
内臓脂肪型肥満

サ
代謝の異常

メタボリックシンドローム (内臓
脂肪症候群)を標的とした対策

‐

が有効と考えられる根拠

日 々の スに 1つo
山 潟瞬お でヒ 触 o農
3-て ■■にヽ

フ
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メタボリックシンドロームの定義・診断基準の推移
～2005年頃まで

1999 WHO (VVorld Health Organization)
1999 EGIR

(European(3「 oup forthe study oflnsulin Resistance)

2001 NCEP―ATPlll

(National Cholesterol Education Program Adult ttreatment Panel‖ |)

[2002 EGIR]
2003 AACE (American ASsociation of Clinical Endocrinologists)
2004 NCEP…ATPⅢへ の提 案

(2003年のADAの空腹時血糖値の変更を受けた提案 )

2005 AHA/NHLBI

(Arnerican Heart Association/National Heart,Lung,and[316od institute)

(前年のNCEP…AttPIH、 WHO、 AACEの診断基準の比較から、

NCEP…ATPlllの改変に基づく提案 )



メタボリックシンドロームの診断基準の推移‐1

WHO(世界保健機関)(1999年 )

・2型糖尿病
・耐糖能異常

少なくとも

危険因子 診断基準 危険因子 診断基準

・インスリン抵抗性

+

高血圧

月巴満 (w′Htt or BMi)

高中性脂肪血症
/低HDL‐C血症

微量アルブミン尿

少なくとも

NCEPJttTPⅢ (2001年、2004年 )

(米国コレステロール教育プログラム成人治療委員会 )

少なくとも
3個

1個

・内臓肥満 (ゥエスト周囲長)

男性 (>102 cm)

女性 (>88 cm)
・中性脂肪 (≧ 150 mg′dl)

日HDL‐C
男性 (<40 mg′di)

女性 (<50 mg′di)

・血圧 (≧ 130′85 mmHg)
・空腹時血糖値

(≧ 110 mgノdl;2001年 )

(≧ 100 mgノdl;2004年 )

2個
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EGIR(Insulin Rёsistance
Syndrome)(1999年、2001年 )

(European Group forthe Study oflnsu‖ n

Resistance:欧州インスリン抵抗性研究会 )

+

・IFG oriG丁

(糖尿病を除く)

・高血圧鮨瞭中を拾む)

・肥満 (腹囲)

日高中性脂肪血症

少な<とも

2個

/低 HDL‐C血症

メタボリックシンドロームの診断基準の推移‐2

AACE(insulin Resistance

危険因子 診断基準 危険因子 診断基準

高インスリン血症 必須 口lFG oriGT 必須

Syndrome)(2003年 )

(American Association of Clinical
Endocrino:ogists:卦tiコ艦:I末広]`か

"卜

J学総:)

(糖尿病を除く)

・内臓肥満 (BMI≧ 25)
・中性月旨肪 (≧ 150 mgrdl

and HDL‐C 少なくとも

男性 (<40 mgノdl) 1個

女性 (<50 mgrdl)

(治療中を創D
・I血圧:(≧ 130ノ85 mmHg)



Note:以上の基準は、いずれも「肥満」に関する項目(ウ

エスト周囲長)は必須条項ではない。(選択項目)

ポイント:

・糖尿病そのものを含めるか否か
・既にその疾患に関して薬物治療中の者を含めるか否か
・HDL―Cと丁Gを別に扱:うかorとするか

(TGとHDLTCは逆相関し、両者の関係は運動やインスリン抵抗性と関係する)

(・ LDL―Cに関 して :LDL―C以外 の リスクを扱 う ;LDL―Cは
内臓脂肪やインスリン抵抗性との関係が他の検査項 目に比し

比較的少ない)

・HDL―Cの基準を男女で異なつたものとするか否か

・各検査項目の数値基準をどうとるか
口身体指標 (ウエスト周囲長など)の基準をどうとるか

12

・内臓肥満を拘束条件とするか独立の1項 目とするか
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メタボリックシンドロームの定義・診
断基準に関する2005年頃以降の動き

○ 米国

O、 ヨーロッパ
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直近の動向

「メタボリックシンドロームを調和させる」

共同理F定声明 (lDF、 NHLBl、 AHA、 Ⅵ′o‖d Heart Federatlon、 intё rnational

Atherosclerosis Society、 lnternational Association for the Study of Obesity)

CircJ′aflion.2009′ f20′ f640‐ f645

¬5



言己σD51頁目のうち3項 目。が れ ばロ

(ウエストに関する記述を除 けばAHA/NHLB12005と 同じ)

す

断

当

診

項目

ウエスト周囲長増加

中性脂肪高値

HDL―Cイ氏I直
.

血圧上昇

基準

集団や国ごとに独自の基準を採用

150mg/dl以上

男性 :40mg/dL未満
女性 :50mg/dL未満

収縮期血圧 :130mmHg以上

および/または

拡張期血圧 :85mmHg以上

100mg/dL以上

ウエスト基準以外は薬物治療中を含む

空腹時血糖高値

o腹国についてはデータが集積されるまで、暫定的に集団別・国別の基準を用いるものとしている。
0日本のウエストのカットオフ値については、日本人を含むIDFの値 (男 性90cm以上、女性80cm以上)と
日本肥満学会の値 (男性85cm以上、女性90cm以上)を併記して紹介している。

Oウエスト周囲長を、プライマリーケアの場における有用なスクリーニングツールとして用いることを引き
続き推奨する、としている。



日本内科学会

日本肥満学会
日本動脈硬化学会
日本糖尿病学会
日本高血圧学会
日本循環器学会
日本腎臓病学会
日本血栓止車学会 17

メタボリックシンドロニム わが国の診断基準
下記8学会による   (2005年4月 )




